
岐
阜
試
験
場

場

所
第

二

千

九

百

四

十

三

号

平

成

三

十

年

五

月

一

日

木
曜
日

及
び
金

曜
日

火
曜
日

月
曜
日

及
び
水

曜
日 期

日

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
、
普
通
第
二
種
免
許
、
大
型

特
殊
第
二
種
免
許
、
大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
普
通

免
許
、
大
型
特
殊
免
許
、
大
型
仮
免
許
、
中
型
仮
免
許
、
準
中
型
仮

免
許
及
び
普
通
仮
免
許

大
型
二
輪
免
許
及
び
普
通
二
輪
免
許

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
、
普
通
第
二
種
免
許
、
大
型

特
殊
第
二
種
免
許
、
牽け
ん

引
第
二
種
免
許
、
大
型
免
許
、
中
型
免
許
、

準
中
型
免
許
、
普
通
免
許
、
大
型
特
殊
免
許
、
牽
引
免
許
、
大
型
仮

免
許
、
中
型
仮
免
許
、
準
中
型
仮
免
許
及
び
普
通
仮
免
許

審
査
を
行
う
免
許
の
種
類 (

火
曜
日)

目

次

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

運
転
免
許
課)

二
七
七
ペ
ー
ジ

告

示

○
総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
指
定
法
人
の
指
定

(

航
空
宇
宙
産
業
課)

二
七
八

公

示

○
多
治
見
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

二
七
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

二
七
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
揖
斐
農
林
事
務
所)

二
八
〇

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
一
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

古

田

善

伯

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
審
査
の
場
所
及
び
期
日
並
び
に
審
査
を
行
う
免
許
の
種
類
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
公
安
委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
審
査
を
行
わ
な
い
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
五
月
一
日



高
山
試
験
場

岐
阜
試
験
場

場

所

備
考

審
査
の
期
日
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
審
査
を
行
わ
な
い
。

イ

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休

日
ロ

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で
の
日(

前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。)

高
山
試
験
場

金
曜
日

月
曜
日
、

水
曜
日
、

木
曜
日

及
び
金

曜
日 期

日
金
曜
日

普
通
免
許

大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
及
び
普
通
免
許

検
査
を
行
う
免
許
の
種
類

普
通
免
許
及
び
普
通
仮
免
許

誠
和
工
業
株
式
会
社

名

称

備
考

技
能
検
査
の
期
日
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
技
能
検
査
を
行
わ
な
い
。

イ

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日

ロ

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で
の
日(

前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。)

各
務
原
市
上
戸
町
七
丁
目
一
番

地
の
一
二

主
た
る
事
業
所
の
所
在
地

平
成��･�･�� 指

定
年
月
日

平
成��･�･�� 指

定
有
効
期
限

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
審
査
の

場
所
及
び
期
日
並
び
に
審
査
を
行
う
免
許
の
種
類
を
定
め
て
、
同
項
の
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中｢(

施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を
削
り
、
同
項
の
表
多
治
見
試
験
場
の
項
中｢

火
曜
日｣

の
下
に｢(

技
能
試
験
に
あ
つ
て
は
、
毎
月

第
二
火
曜
日
を
除
く
。)｣

を
加
え
、｢

牽け
ん

引
第
二
種
免
許｣

を｢

牽
引
第
二
種
免
許｣

に
改
め
、
同
表

備
考
第
一
号
イ
中｢(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)｣

を
削
り
、
同
表
備
考
第
二
号
ロ
中｢

及

び
高
山
試
験
場｣

を
削
り
、｢

い
ず
れ
も｣

を｢

毎
月
第
二
火
曜
日
以
外
の
火
曜
日
に
あ
つ
て
は
、｣

に

改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

高
山
試
験
場
に
お
い
て
実
施
す
る
学
科
試
験(

普
通
免
許
及
び
普
通
仮
免
許
以
外
の
免
許

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

第
十
七
条
第
三
項
中｢

前
二
項｣

を｢

前
三
項｣

に
、｢

免
許
試
験
の｣
を｢

免
許
試
験
及
び
技
能

検
査(

以
下｢

免
許
試
験
等｣

と
い
う
。)

の｣

に
、｢

並
び
に
試
験｣

を｢
並
び
に
免
許
試
験
等｣

に
、

｢

免
許
試
験
を｣

を｢

免
許
試
験
等
を｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
二
十

二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
と
お
り
技
能
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
安
委
員
会

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
技
能
検
査
を
行
わ
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

総
合
特
別
区
域
法(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号)

第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
法

人
と
し
て
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
総
合
特
別
区
域
法
施
行
規
則(

平
成
二
十
三
年
内
閣
府
令
第

三
十
九
号)

第
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
多
治
見
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

多
治
見
都
市
計
画
道
路

三
・
五
・
二
十

小
名
田
線

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
多
治
見
市
都
市
計
画
部
都
市
政
策
課

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

高
須
輪
中

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

森

正

弘

海
津
市
海
津
町
松
木

四
八
五
番
地

同

西

脇

幸

雄

同

平
田
町
野
寺

二
六
八
番
地

同

伊

藤

榮

俊

同

海
津
町
福
岡

四
六
一
番
地
一

同

渡

邊

良

規

同

平
田
町
今
尾

三
一
二
九
番
地

同

市

川

保

彦

同

海
津
町
日
原

一
三
番
地

同

伊

藤

仁

夫

同

海
津
町
福
江

三
〇
二
番
地

同

安

立

正

則

同

海
津
町
沼
新
田

七
七
番
地

同

吉

田

不
二
夫

同

平
田
町
蛇
池

八
六
番
地

同

和

田

末

廣

同

平
田
町
三
郷

一
九
六
〇
番
地

同

高

木

利

郎

同

平
田
町
高
田

一
〇
二
一
番
地

同

渡

邉

繁

夫

同

海
津
町
草
場

四
一
番
地

同

大
田
和

靖

司

同

海
津
町
金
廻

一
三
番
地

同

水

谷

稔

彦

同

海
津
町
稲
山

三
六
四
番
地

同

伊

藤

英

明

同

海
津
町
馬
目

二
二
一
番
地

監
事

早

川

哲

雄

同

海
津
町
稲
山

九
四
九
番
地
一

同

山

中

恒

夫

同

平
田
町
勝
賀

一
三
三
六
番
地

同

伊

藤�
同

海
津
町
鹿
野

六
三
〇
番
地

同

伊

藤

光

治

同

海
津
町
平
原

一
一
〇
八
番
地

同

森

昇

同

海
津
町
帆
引
新
田

五
〇
四
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

高
須
輪
中

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

森

正

弘

海
津
市
海
津
町
松
木

四
八
五
番
地

同

吉

田

不
二
夫

同

平
田
町
蛇
池

八
六
番
地

同

横

井

明

同

海
津
町
西
小
島

二
〇
六
番
地

同

菱

田

隆

行

同

平
田
町
西
島

一
二
三
一
番
地
二

同

馬

場

久

規

同

海
津
町
秋
江

二
〇
九
六
番
地

同

伊

藤

克

美

同

海
津
町
福
江

一
〇
六
八
番
地

同

伊

藤

光

治

同

海
津
町
平
原

一
一
〇
八
番
地

同

安

達�
同

海
津
町
帆
引
新
田
一
三
六
四
番
地

同

戸

谷�
英

同

平
田
町
野
寺

一
二
五
五
番
地

同

杉

野

史

和

同

平
田
町
今
尾

三
一
二
一
番
地

同

中

村

豊

同

平
田
町
土
倉

一
番
地

同

福

田

勝

同

海
津
町
長
瀬

一
〇
二
番
地

同

伊

藤

好

美

同

海
津
町
福
江

二
九
七
番
地

同

大

倉

久�
同

海
津
町
平
原

三
七
番
地
一

監
事

早

川

哲

雄

同

稲
山

九
四
九
番
地
一

同

大

橋

茂

一

同

平
田
町
勝
賀

一
四
一
〇
番
地

同

伊

藤�
同

海
津
町
鹿
野

六
三
〇
番
地
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同

伊

藤�
行

同

海
津
町
札
野

四
九
九
番
地
一

同

伊

藤

晴

美

同

海
津
町
本
阿
弥
新
田
一
〇
五
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

旧
六
ヶ
村

排
水
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

寺

倉

透

養
老
郡
養
老
町
横
屋

二
四
六
番
地
一

同

田

中

領

一

同

田

四
二
一
番
地

同

水

谷

安

清

同

有
尾

五
〇
番
地

同

田

中

宗

次

同

横
屋

三
二
五
番
地
一

同

星

野

勇

生

海
津
市
南
濃
町
津
屋

一
六
五
〇
番
地

同

大

橋

正

美

同

徳
田

二
七
二
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